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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２３年１１月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  石 川 敏 行 

                            

事故種類 火災 

発生日時 平成２２年１１月１４日 １１時５０分ごろ  

発生場所 長崎県新上五島町中 通
なかどおり

島大浦内
おおうらうち

  

新上五島町所在の若松大橋橋梁灯（Ｃ１灯）から真方位０３０°２,５００

ｍ付近 

（概位 北緯３２°５４.５′ 東経１２９°０２.８′） 

事故調査の経過  平成２２年１１月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 美保
み ほ

丸、１.５２トン 

 ＮＳ３－６０２６２５（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.７０ｍ（Lr）×１.６０ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１８、昭和４９年５月１０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ８３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年８月２９日 

 免許証交付日 平成２２年５月１２日 

（平成２８年１月３０日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長）  

 損傷 全損 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、大浦内の漁場で操業中、平成２２年１

１月１４日１１時５０分ごろ機関室付近から出火し、１２時０５分ごろ本

船の火災に気付いた地元住民により消防署へ通報された。 

町内放送で本船の火災を知った地元漁業者は、１２時１０分ごろ救助船

で現場に駆けつけ、本船から少し離れたところで救命胴衣を着用してうつ

伏せの状態で漂流している船長を発見し、新上五島町荒川の桟橋に運ん

だ。 

本船は、別の救援船で付近の小島にえい
．．

航され、海岸に引き揚げられた

のち、消防艇等の消火作業により、１２時５３分ごろ鎮火した。 

船長は、病院に搬送されたが、溺水により死亡と検案された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮中央期 

 その他の事項 
 

本船は、本事故当日、１１時３０分ごろ新上五島町の笛吹
ふえふき

漁港を出港し

た。 
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 本船は、船体中央部付近に操舵室があり、操舵室下方に機関室が設けら

れ、機関室には、蓄電池が左舷船尾側に３個置かれていた。 

蓄電池は、３個のうち２個の端子が溶融し、配線の同端子接続部に溶融

痕が認められた。 

本船は、操舵室が焼け落ちて船体全体が激しく焼損していた。 

船長の衣服には、胸の部分に焦げ跡が認められた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

あり 

なし  

 本船は、大浦内の漁場で操業中、船体振動等に

より機関室内の蓄電池の端子と配線の接続部とが

緩んだことから、火花が発生して同端子部付近の

配線被覆等から発火し、周囲に延焼した可能性が

あると考えられる。  

 船長の死因は、溺水であった。 

船長は、衣服の胸の部分に焦げ跡があったこと

から、火災が発生したのちに海上に脱出した可能

性があると考えられるが、その状況及び溺水に至

った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、本船が、大浦内の漁場で操業中、船体振動等により機関室内

の蓄電池の端子と配線の接続部とが緩んだため、機関室内の蓄電池端子部

付近の配線被覆等から発火して周囲に延焼したことにより発生した可能性

があると考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、次の

ことが考えられる。 

・蓄電池の端子部を定期的に点検すること。 

・防水用携帯電話などの連絡手段を確保すること。 

 




